
〔２４〕農地法
（昭和２７．７．１５）最近改正 平成１６．１２．３ 法１５２号

（目 的）（法第１条）

農地法は、農地はその耕作者自らが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及

びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るため、その利用関係を調整し、もって耕作者の地

位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的としているものです。

◆農地・採草放牧地（法第２条第１項）

「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は

養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。

なお、「農地」かどうかは、登記簿上の地目（田・畑）によるのではなく、現況で判定します。

◆農業委員会

「農業委員会」とは、農業委員会等に関する法律に基づいて原則として一市町村に一つ設置される委員会。農地

法や土地改良法等に基づき、農地等の利用関係の調整や自作農の創設維持、農地等の交換分合などの事務を処理し

ます。

１．農地又は採草放牧地の権利移動の制限（法第３条第１項）

◆制限の内容

農地又は採草放牧地について、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権

その他の使用収益を目的とする権利を設定又は移転する場合、当事者は、農業委員会又は都道府県知事の許可を受

けなければなりません。

◆許可申請のあて先

Ⅰ 個人がその住所のある市町村の区域内にある農地又は採草放牧地について所有権等の権利を取得する場

合、農業委員会

Ⅱ その他の場合、都道府県知事（農業委員会経由）

【適用除外】

Ⅰ 国から売渡、一時貸付け又は売払を受ける場合

Ⅱ 耕作の事業を行う者が、農業委員会の承認を受けて、土地又は立木についての使用収益の権利の設定を受

ける場合

Ⅲ 土地改良法、農業振興地域の整備に関する法律に基づいて行われる交換分合により権利の設定や移転が行

われる場合

Ⅳ 遺産の分割、財産の分与に関する裁判や調停、相続財産の分与に関する裁判によって権利の設定や移転が

行われる場合 など

２．農地の転用の制限（法第４条第１項）

◆制限の内容

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければなりません。

◆許可申請のあて先

Ⅰ 同一の事業の目的に供するため４ha を超える農地を農地以外のものにする場合、農林水産大臣（都道府

県知事経由）

Ⅱ その他の場合、都道府県知事（農業委員会経由）
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【適用除外】

Ⅰ 土地収用法等の法律によって収用し、又は使用した農地を収用又は使用にかかる目的に供する場合

Ⅱ 市街化区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合 など

３．農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限（法第５条第１項）

◆制限の内容

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの（農地を除く）にするため、これらの

土地について所有権を移転し、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用収益を目的

とする権利を設定又は移転する場合には、当事者が都道府県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければなりませ

ん。

◆許可申請のあて先

Ⅰ 権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため４ha を超える農地又はその農地とあわせて採草放牧

地について権利を取得する場合、農林水産大臣（都道府県知事経由）

Ⅱ その他の場合、都道府県知事（農業委員会経由）

【適用除外】

Ⅰ 土地収用法等の法律によって農地や採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合

Ⅱ 市街化区域内にある農地又は採草放牧地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外

のものにするため所有権や地上権等を取得する場合 など

◆市街化区域における農地転用のための権利移動の届出

Ⅰ 市街化区域内の農地の転用を目的とした売買については、農地法第５条第１項第３号により届出を行いま

す。

Ⅱ 届出書は、売主と買主とが連署し、必要な添付書類と共に転用の行為に着手しようとする日前で、かつ、

その農地を取得しようとする日以前に、農業委員会へ提出します。

Ⅲ 農業委員会は、届出を受理したときは遅滞なく受理通知書をその届出者に交付し、届出を受理しないこと

としたときは、遅滞なく理由を付してその旨をその届出者に通知します。

◆市街化調整区域内の農地転用許可

Ⅰ 市街化調整区域内の農地の転用はほとんど許可されません。

Ⅱ 許可申請書は、市町村農業委員会を経由して都道府県知事（転用が４ha を超える場合には、申請書を、

知事を経由して農林水産大臣）に提出します。

Ⅲ ４ha を超える農地転用の許可については、申請前に「事前審査申出書」を農林水産大臣及び地方農政局

長に提出し、あらかじめ判断を求めることができます。

◆転用許可基準

これまで農地の転用許可基準は、通達と定められていましたが、平成１０年の農地法改正により、法律の規定事

項となりました。

その中では、転用が許可されないケースとして、概ね次のようなものが列挙されています。

Ⅰ 申請に係る農地が、農用地区域内にある場合、及び農用地区域外であるが集団的に存在する農地、その他

良好な営農条件を備える一定の農地である場合

但し、市街地の区域内又は市街化が見込まれる区域内にある農地はこの限りではないとされています。

Ⅱ 申請に係る農地に代えて、周辺の他の土地を供することにより、その事業の目的を達成することができる

と認められる場合

Ⅲ 申請に係る農地すべてを、申請した用途に供することが確実と認められない場合など
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４．国が買収することが適当である土地の公示後における土地の形質の変更の禁止

◆制限の内容（法第４９条）

国が買収することが適当である旨の都道府県農業会議の答申があった場合においては、都道府県知事は、一定の

事項を公示しなければなりません。その公示が行われた場合には、公示にかかる土地の形質の変更等の行為が禁止

されます。

禁止される行為とは、次の通りです。

① 土地の形質の変更

② 立木又は工作物の収去又は損壊

【適用除外】

イ．公示の日から起算して３ヵ月を経過した場合

ロ．土地、立木又は工作物の保存のために行うことがやむを得ない場合 など

５．国から未開墾地等の売渡しを受けた者の処分の制限

◆未開墾地等

未開墾地等とは、次のものをいいます。

① 国が、自作農を創設し、又は自作農の経営を安定させるため買収した農地法第４４条第１項に定める土地等

② 国が自作農の創設又はその経営の安定を目的とする農地造成のための建設工事のため使用した土地等の所有

者の買収請求により、国が買収した土地又は施設

③ 公有水面埋立法により農林水産大臣が造成した埋立地 など

◆制限の内容（法第７３条第１項）

国から未開墾地等の売渡しを受けた者が、開墾を完了すべき時期から３年を経過する前において、その売渡しを

受けた土地等につき所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目

的とする権利を設定し、又は移転する場合には、都道府県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければなりません。

【適用除外】

イ 土地収用法その他の法律によってその土地が収用され、又は使用される場合

ロ 遺産の分割によってこれらの権利が取得される場合 など
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